
平塚市防犯カメラ設置補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自治会、町内会又は地域住民等により組織された防犯活動団体（以下

総称して「団体」という。）が、地域の防犯力の向上及び犯罪を防止する目的をもって共同

で防犯カメラを設置するものに対し、補助金を交付することについて補助金等の交付に関

する規則（昭和５４年規則第４号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な

事項を定めるものとする。  

 （定義） 

第２条 この要綱において「防犯カメラ」とは、地域における犯罪の防止を目的として道路

等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録するために、特定の場所に固定して設置

する映像撮影機器であって、録画機能があるものをいう。  

２ この要綱において「補助対象事業者等」とは、補助金の交付を受けようとする団体又は

補助金の交付を受けた団体をいう。  

 （補助対象経費）  

第３条 補助対象経費は市内において団体が防犯カメラを新規設置する際に要する経費のう

ち、機器の維持管理費・更新費・修理費・保守費、土地等の使用料・占用料・申請手数料、

電気代、物品の借上料及び予備の物品の購入費等を除く次に掲げる費用とする。  

 （１）防犯カメラ、録画装置、保護カバー、ソーラーパネル等の機器購入費  

（２）防犯カメラを設置するための柱・ケーブル等の設置工事費  

（３）防犯カメラの設置を示す看板等の設置費  

２ 前項に係る経費のうち、当該補助金以外に本市の他の補助金の適用を受けるものは、補

助対象としない。  

（補助対象からの排除） 

第４条 市長は、平塚市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第８条に規定する必要な

措置として、代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は平塚市暴力団排除条例第２条第４号に規定

する暴力団員等に該当するものは、補助対象としないものとする。  

２ 市長は、交付の決定を受けた補助対象事業者等が前項に該当する場合は、交付決定の全

部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部を返還させる

ことができる。  



３ 市長は、必要に応じて、補助対象事業者等が第１項に該当するか否かを神奈川県警察

本部長に対して確認を行うことができる。 

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の１０分の９以内とする。た

だし、1 台当たり３０万円を限度とする。  

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。  

 （事前協議）  

第６条 補助対象事業者等は、交付申請前に防犯カメラの設置場所、設置時期、撮影範囲等

について、事前に協議を行うものとする。  

（補助金の交付の申請） 

第７条 規則第５条の規定による補助金の交付の申請は、平塚市防犯カメラ設置補助金交付

申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。  

（１）防犯カメラ設置計画書（第２号様式）  

（２）平塚市防犯カメラ設置補助金収支計算書（第３号様式）  

（３）団体調書（第４号様式）（総会資料の写しで代用可）  

（４）防犯カメラ設置に係る管轄警察署との協議について（第５号様式）  

 （５）防犯カメラ及び録画機器等の設計書又は仕様書等  

 （６）防犯カメラの設置に係る見積書又は契約書の写し  

 （７）団体規約の写し 

（８）団体で定めた防犯カメラの管理運用基準 

 （９）その他市長が必要と認める書類  

２  補助対象事業者等は、前項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費

税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに

係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当

該補助金に係る消 費税及び地方消費 税に係る仕入控除 税額が明らかでな い



ものについては、この限りではない。  

（交付決定の通知） 

第８条 規則第７条の規定による補助金の交付決定通知は、平塚市防犯カメラ設置補助金交

付決定通知書（第６号様式）により行うものとする。  

 （交付決定後の提出書類）  

第９条 前条に規定する平塚市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書（第６号様式）を受け

た補助対象事業者等で、次の各号に掲げる場所に防犯カメラを設置するものは、当該各号

に定める書類を提出するものとする。 

（１）公道 

    ア 道路使用許可証の写し  

    イ 道路占用許可証の写し  

（２）私有地等 

    ア 土地等の所有者が防犯カメラの設置について承認したことを証する書類の写し 

 （交付条件）  

第１０条 市長は、第８条の規定により補助金の交付決定をする際は、次に掲げる指示又は

条件を付するものとする。  

 （１）補助対象事業者等は、神奈川県の「防犯カメラの設置・管理に関するガイドライン」

（以下「ガイドライン」という。）に沿った適切な設置、管理及び運用を行うこと。  

 （２）補助対象事業者等は、市長が調査又は資料の提出を求めたときは、誠意をもって対

応すること。  

 （３）犯罪捜査等のため、警察等から防犯カメラの画像の提供を求められたときは、ガイ

ドラインに沿って適切に対応すること。  

 （変更の承認）  

第１１条 補助対象事業者等は防犯カメラ設置計画の内容を変更しようとするときは、速や

かに防犯カメラ設置計画変更申請書（第７号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出し、

承認を受けなければならない。  

２ 市長は前項の規定による変更の申請があったときは、審査の上、適当と認めるものにつ

いて、平塚市防犯カメラ設置補助金変更交付決定通知書（第８号様式）により、補助対象

事業者等に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第１２条 規則第１１条の規定による実績報告は、平塚市防犯カメラ設置補助金実績報告書



（第９号様式）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。  

 （１）平塚市防犯カメラ設置補助金収支決算書（第１０号様式） 

 （２）要綱第３条に規定する経費であることが明記された領収書の写し  

 （３）防犯カメラ設置場所の確定図及び設置後の現況写真  

２  消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助対象事

業者等は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明

らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。  

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１３条  消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助

対象事業者等は、精算報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税

額報告書（第１１号様式）により、速やかに市長に対して報告しなければな

らない。  

２  市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控

除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとし、補助対象事業者等はこれに

速やかに応じなければならない。  

（補助金の額の確定通知）  

第１４条 規則第１２条の規定による補助金の確定通知は、平塚市防犯カメラ設置補助金確

定通知書（第１２号様式）により行うものとする。  

（補助金の請求）  

第１５条 前条の規定により、補助金の額の確定通知を受けた補助対象事業者等は、市長の

指示に従い補助金の支払を請求するものとする。  

（財産の処分の制限） 

第１６条 補助対象事業者等は、補助事業等により取得した財産を市長の承認を受けないで

補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊

し又は廃棄してはならない。ただし、補助対象事業者等が交付を受けた補助金等の全部に

相当する金額を市に納付した場合又は、当該財産を取得した日から５年を経過した場合は、

この限りでない。  

 （関係書類の保管）  

第１７条 補助対象事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等

を整備し、当該補助事業等が完了した年度の翌年度から１０年間保管しなければならない。 



（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年６月３０日から施行する。  

 （有効期限）  

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する年度

以前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後も、なおその効力を有す

る。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 


